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第３期岐阜県工賃向上計画の概要 

１ 計画の目的 

厚生労働省が定める指針に基づき、工賃水準の向上に向けた取組を行うための「第３期岐阜県

工賃向上計画」を策定する。 

 

２ 計画期間 

  平成３０年度～平成３２年度（３年間） 

 

３ 計画の対象事業所 

  就労継続支援Ｂ型事業所 

 

４ 第２期岐阜県工賃向上計画での取組について 

 ・計画期間：平成２７～２９年度 

 ・目標工賃：平均工賃月額２０，０００円 

 

【就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃月額の推移】 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

（速報値） 

増減 

施設数 平均工賃

月額(円) 

施設数 平均工賃

月額(円) 

施設数 平均工賃

月額(円) 

施設数 平均工賃

月額(円) 

平成２８

年度比 

Ｂ 
型 

岐阜県 128 12,955 118 13,166 154  13,718 136 14,450 ＋732 円 

(＋5.3%) 全国 9,244 14,838 9,910 15,033 10,432 15,295 未発表 未発表 

※施設数は調査回答施設数 

（参考） 

Ａ 
型 

岐阜県 89 67,379 92 70,752 108 70,017 未発表 未発表  

 全国 2,625 66,412 3,155 67,795 3,385 70,720 未発表 未発表 

                             (厚生労働省・岐阜県調査による) 

 

・ 就労継続支援Ｂ型事業所は平均工賃が上昇傾向であるものの、全国平均を下回っている。 

ちなみに、就労継続支援Ａ型事業所については、これまで平均賃金は上昇傾向であったが、平成 

２８年度には減少に転じている。 

５ 県内の就労継続支援Ｂ型事業所の状況 

・ 事業所数１８５、総定員数３，６１１名（H30.2.1現在） 
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６ 事業所等アンケート結果（実施期間 平成 30年 5月～6月）      

 平成２７年度 平成３０年度 増減 

対象事業所数 １３４事業所 １８６事業所 ＋51 事業所 

実施してい

る事業の内

容 

下請・内職（施設内） ７９．２％ ８１．６％ ＋2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ 

自主製品生産 ８０．２％ ７４．３％ ▲5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ 

施設外就労 ２０．８％ ３６．０％ ＋15.2 ﾎﾟｲﾝﾄ 

その他（喫茶店の運営等） １７．０％ ３０．９％ ＋13.9 ﾎﾟｲﾝﾄ 

現在の工賃

水準に対す

る考え方 

十分な水準 ７．５％ ９．８％ ＋2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

十分ではないが最低限の水準 ７０．８％ ６９．２％ ▲1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 

最低限の水準に達していない ２１．７％ ２１．１％ ▲0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 

・ 自主製品を生産する事業所が減少し、施設外就労、その他の事業を行う事業所が増加  

（施設外就労 ：清掃、農作業、資源回収等）  

（その他の事業：喫茶店、クリーニング、印刷、データ処理等) 

・ ９割以上の事業所が現在の工賃水準は不十分と考えており、工賃向上の取組みの必要性を

認識している。 

・ 利用者が負担を感じることなく、余裕のある就労にて対応する考え方の事業所もある。 

 

７ 工賃向上への課題 

  第２期岐阜県工賃向上計画における課題に引き続き取り組む必要があるのに加え、県内就労継

続支援Ｂ型事業所の状況、アンケートの結果から課題を整理。 

（１）利用者の状況に応じた作業の確保、技術力の向上 

（２）人材の確保、情報の共有化 

（３）企業や官公署からの安定した作業の確保、単価の引き上げ 

（４）収益力の高い事業、販路の拡大、新規分野参入への取組みの体制づくり 

  

８ 目標工賃 

  目標工賃は、障がい者が地域で自立した生活を営むために必要な費用を見込み、また各事業所

が設定した目標額を考慮して、平成３２年度の目標工賃を月額２０，０００円とし、以下のとお

り年度目標を設定する。 

なお、本目標は利用者に対し一律に定めるものではなく、各利用者に対しては適切なアセスメ

ントにより作成された個別支援計画に基づいた支援を通じて必要な知識及び能力の向上を図って

いくことが必要であると考える。 

年度 
平成２８年度 

（実績） 

平成２９年度 

（速報値） 

平成３０年度 

（目標） 

平成３１年度 

（目標） 

平成３２年度 

（目標） 

月額 13,718 14,450 17,000 18,500 20,000 

＜目標工賃の設定根拠＞ 

  障がい者が地域で自立した生活を営むために必要な工賃 

   ①生活に必要な費用（96,510 円）－障害基礎年金等収入（74,941 円）＝21,569 円 
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   ②各事業所が設定した平成３２年度の目標工賃月額 17,762 円 

（① ＋②）／２＝19,666 円（≒20,000 円） 

 

９ 工賃向上のための具体的な取組 

これまでの取組みの継続と充実を図る。 

（１）企業、地域、行政関係者に対する事業所の取組の周知と事業所への発注促進 

  ・啓発セミナーの開催、他部局、市町村、企業への働きかけ等 

・障害者優先調達推進法に基づく調達の推進 

（２）工賃向上に積極的に取り組む事業所への経営改善、技術向上等の支援 

  ・コンサルタント派遣 

・コンプライアンス・共同化推進研修、同種作業実施事業所による好事例検討会等の開催 

・セルプ支援センターの取組の推進 

  ・６次産業化等の調査研究 

・関連補助事業の活用 

  ・農福連携事業の推進   

（３）計画の推進に向けた関係機関との連携 

  ・工賃向上計画推進委員会による計画の進捗管理 

 


